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知多都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）西知多医療厚生組合ごみ 

処理施設（仮称）整備事業に係る環境影響評価方法書に対する知事意見 

 

都市計画決定権者は、以下の事項について十分に検討した上で、適切に環境影響評

価を実施し、その結果を踏まえ環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作

成する必要がある。 

 

１ 全般的事項 

（１）事業計画及び工事計画の具体化に当たっては、環境の保全に関する最新の知見

を考慮し、最善の利用可能技術を導入するなど、より一層の環境影響の低減につ

いて検討すること。 

（２）西知多医療厚生組合は、廃棄物の更なる排出抑制を構成市に働きかけた上で、

ごみ処理施設の処理能力については、適切な能力とすること。 

（３）新たなごみ処理施設の処理方式については、３通りの案の中から詳細な比較検

討を行い決定するとしているが、比較検討の経緯及び内容をわかりやすく示すこ

と。 
   なお、準備書作成までに処理方式が決定していない場合には、処理方式ごとに

排出ガス等の諸元を適切に設定の上、予測及び評価を行うこと。 

（４）事業実施区域内の既存のごみ処理施設等について、本事業の一部として、解体

又は撤去が行われることとなった場合には、その影響を適切に把握するよう調査、

予測及び評価を行うこと。 

（５）新施設建設計画箇所は、既存施設及び緩衝緑地帯の存在により面積の制約を受

け、工事用車両及び廃棄物運搬車両の渋滞が考えられることから、周辺環境に配

慮するため、これら車両の動線計画を踏まえた施設配置計画を検討すること。 

（６）調査地点及び予測地点について、その設定理由をわかりやすく示すこと。 

（７）環境影響評価の実施中に環境への影響に関し新たな事実が生じた場合等におい

ては、必要に応じて、選定された項目及び手法を見直し、適切に調査、予測及び

評価を行うこと。 

 

２ 大気質、騒音、振動、悪臭 

（１）事業実施区域周辺の一般環境大気質の調査地点については、学校等の環境の保

全についての配慮が特に必要な施設の分布状況を踏まえ、適切に設定すること。 
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（２）道路沿道の環境に十分配慮した廃棄物運搬車両の運行計画を作成するよう構成

市に働きかけること。 
また、道路沿道の大気質、騒音及び振動の予測及び評価に当たっては、主要な

交通ルートにおける交通の状況を踏まえ、適切な調査地点及び予測地点を設定す

ること。 
（３）微小粒子状物質については、現地調査により地域の状況を把握するとしている

が、準備書作成までに予測手法が確立された場合には、環境影響評価項目に追加

して、予測及び評価を行うこと。 

（４）水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法の一部を改正

する法律（平成 27 年法律第 41 号）が公布され、廃棄物焼却設備から大気中への

水銀の排出が今後規制されることから、ごみの分別の徹底等による水銀の混入防

止など可能な限りの水銀の排出抑制に努めること。 

（５）悪臭の現地調査については、夏季の平日に１日１回行うとしているが、既存の

ごみ処理施設の稼働状況や気象条件を踏まえ、適切な時期及び時間帯において実

施すること。 

 

３ 土壌 

掘削・盛土等の土工に係る土壌環境の現地調査について、掘削が想定される深

度等を考慮して、調査深度を適切に設定すること。 

 

４ 地下水の状況及び地下水質 

地下水の水位及び水質については、事業実施区域における地盤や地下水の状況

を把握し、複数の地点で調査を実施すること。 

 

５ 動物、植物、生態系 

（１）哺乳類の生息状況を的確に把握するため、哺乳類の調査については、進入路を

横断して緑地帯を移動する哺乳類についても把握できる適切な地点において、自

動撮影調査を２４時間実施すること。 

（２）知多半島の生態系ネットワークの形成に配慮した事業計画を検討すること。 

（３）現地調査において重要な種が確認された場合には、必要に応じて専門家の指導、

助言を得ながら、適切な環境保全措置を検討すること。 
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６ 人と自然との触れ合いの活動の場 

事業実施区域近傍には、人と自然との触れ合いの活動の場である知多運動公園

が存在することから、環境影響評価を行うこと。 

 

７ 温室効果ガス等 

ごみ処理施設から発生するエネルギーの有効利用を行い、温室効果ガス等の低

減に努め、適切に予測及び評価を行うこと。 

 

８ その他 

準備書は専門的な内容が多く、かつ、膨大な図書となる可能性があることから、

その作成に当たっては、わかりやすく簡潔なものとなるよう配慮するとともに、

使用する用紙等についても環境に十分配慮したものとすること。 
また、インターネットを含む準備書の公表に当たっては、住民等の理解促進及

び利便性の向上に努めること。 
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